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平成２２年度業務実績評価調書：独立行政法人航空大学校 
 

業 務 運 営 評 価（個別項目ごとの認定） 
 

項 目 評定結果 評定理由 意見 

（評定がＡ以外の場合に記入） 中期計画 平成 22 年度計画 

１．業務運営の効率化に関する目

標を達成するためにとるべき措

置 

 

（１）組織運営の効率化 

    ・常勤職員を中期期間中に約

１０％程度削減する。 

 

 

 

 

 

 

① 整備業務の民間委託を継続

及び整備管理業務の一部の民

間委託等を図る。 

   

 

 

 

 

 

② 運航管理業務のうち一部の

民間委託等を図る。 

 

 

１．業務運営の効率化に関する年

度計画 

 

 

（１）組織運営の効率化に関する年

度計画 

教育業務、教育支援業務（運

用業務、整備業務）及び管理業

務について、以下のとおり見直

しを行う。また、あわせて年度

末までに常勤職員数を４名削減

する。 

 

① 整備業務の民間委託を継続す

るとともに、器材管理業務を中

心に整備管理業務の一部の民間

委託等を推進する。 

 

 

 

 

 

② 契約職員による運航管理業務

の実施状況を考察し、同業務の

効率化を推進する。 

 

 

（A） 

１．業務運営の効率化 

 

 

 

（１）組織運営の効率化 

各業務について見直しを行い、

常勤職員４名を削減している。 

 

 

 

 

 

 

① 整備事業者の技術力、長年に

わたる航大機の整備実績を踏

まえ、航空大学校が所有する器

材（測定器及び治工具等）を整

備事業者に一括管理させるこ

とにより、整備管理業務の効率

化を図り、常勤職員１名を削減

している。 

 

② 業務経験を有する契約職員

による運航管理業務を実施す

ることにより、常勤職員１名を

削減している。 

 

 
 



 

項 目 評定結果 評定理由 意見 

（評定がＡ以外の場合に記入） 中期計画 平成 22 年度計画 

 

③ 事業運営の合理化・適正化を

図ることによる管理業務の精

査・見直しを実施する。 

 

 

③ 継続して内部事務の簡素化、

集約化により、管理業務の効率

化を図る。 

 

 

③ 以下の事務・業務を簡素化、

効率化することにより、常勤

職員２名を削減している。 

 入試事務（入学試験にマー

クシート方式を導入し、採点

を効率化） 

 契約事務（事務用消耗品の

購入を単価による年間契約

とすることにより、契約件数

を減らし、在庫管理の簡素

化） 

 教材作成業務（教育教材の

３校共有化により教材作成

業務の集約化・効率化） 

（２）人材の活用 

内部組織の活性化を図り、業

務運営の効率化を推進するた

め、職員の約１０％程度につい

て、国または大学、民間等と人

事交流を行う。 

（２） 人材の活用に関する年度計

画 

内部組織の活性化を図り、業

務運営の効率化を推進するた

め、職員の約１０％程度につい

て、国または大学、民間等と人

事交流を行う。 

 

 

（Ｓ） 

 

（２）人材の活用 

内部組織の活性化を図り、業

務運営の効率化を推進するた

め、職員の約２３％（２６名）

について、国等との人事交流を

行っている。 

・計画を大幅に上回る人事交流が実

施され、組織の活性化と人件費の

抑制を図ったことは評価できる。 

（３）業務の効率化 

① 教育・訓練業務の効率化 

イ 学科教育 

・ 宮崎学科課程の教育時間

を現行の735時間から

510時間程度に短縮する。 

・ 多発・計器課程は現行の

205時間から150時間程

度に短縮する。 

（３）業務運営の効率化に関する

年度計画 

① 教育・訓練業務の効率化 

 引き続き単発事業用課程（帯

広・宮崎）も含めた新シラバス

について、評価を行い、さらに

効果的・効率的なシラバスの検

証を行う。 

 多発・計器課程の訓練機材の

 

（S） 

 

（３）業務運営の効率化 

① 教育・訓練業務の効率化 

・ 学科教育の新シラバスについ

て、学生へのアンケート調査を

継続的に実施するとともに、調

査結果等を踏まえた教育内容

の検討を行い、学科教育の充実

・高質化を図っている。 

・ 単発事業用課程において、以下

・単発事業用課程の最終技能審査方

法の見直しによって能力の高い

学生の飛行時間を短縮できる仕

組みを導入したことは、運営面の

効率化につながるため積極的に

評価できる。 
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項 目 評定結果 意見 

（評定がＡ以外の場合に記入） 

評定理由 

中期計画 平成 22 年度計画 

・ 宮崎学科課程の養成期間6

ヶ月から4ヶ月に短縮する

。 

ロ 実科教育 

・ 多発・計器課程において

は現行の６５時間から70時

間に充実させる。 

・ 多発・計器課程の養成期

間を６ヶ月から８ヶ月に延

長する。 

 

更新を円滑に実施するととも

に、効果的・効率的な教育方法

の検討を行う。 

 

 

の見直しを行うことにより、操

縦訓練の充実、円滑化・効率化

を図っている。        

 単発事業用課程における訓

練のフェーズ組み替え 

 帯広課程における単独飛行

訓練の時間を精査し、一部を

教官同乗の飛行訓練に変更 

 ＦＴＤの活用により、応用

計器飛行時間の見直し 

 単発事業用課程の最終技能

審査において、仕上がりベー

スの技量見極めに変更し、２

０年度入学生１名、２１年度

入学生１名に適用 

・ 多発・計器課程において、使用

する双発訓練機をＣ９０Ａ型

機からグラスコックピットを

有するＧ５８型機へ移行する

ことから、Ｇ５８型機による効

果的、効率的な教育方法の検討

を進めている。 

② 教育支援業務の効率化 

イ 運用業務の効率化 

・ 国土交通省の運用する新

ＣＡＤＩＮシステムを計画

的に導入し、有効活用する

ことにより運航管理業務の

効率化を図る。 

 

ロ 整備業務の効率化 

・ 大学校と訓練機の整備委

② 教育支援業務の効率化 

 イ 運航管理業務の効率化を図

るため、規程類の電子化を推

進する。 

 ロ 機体ごとの技術資料（ＴＣ

Ｄ・ＳＢ等）に基づく特別作

業の実施記録情報をオンライ

ンにより共有化し、管理業務

の効率化を図る。 

 

 

（A） 

 

② 教育支援業務の効率化 

イ 平成２２年度に運用業務

処 理 規 程 の 電 子 化 を 完 了

し、運用業務の省力化を図る

とともに、情報更新、情報共

有の迅速化を図っている。  

ロ 技術資料（ＴＣＤ・ＳＢ等

）に基づく整備記録をオンラ

インにより整備委託先等と

共有化し、最新の情報を相互
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項 目 評定結果 評定理由 意見 

（評定がＡ以外の場合に記入） 中期計画 平成 22 年度計画 

託先等との間をオンライン

化し、整備管理情報等の共

有化を推進することにより

、整備業務の効率化を図る。 

に迅速に確認するなど整備

管理業務の効率化を図って

いる。 

③ 一般管理費の縮減 

一般管理費（人件費、公租公

課等所要額計上を必要とする

経費及び特殊要因により増減

する経費を除く。）について、

本中期目標期間中に見込まれ

る当該経費総額（初年度の当該

経費相当分に５を乗じた額）を

６％程度抑制する。 

③ 一般管理費の縮減 

一般管理費（人件費、公租公

課等の所要額計上を必要とする

経費及び特殊要因により増減す

る経費を除く。）について、平成

１８年度予算の当該経費相当分

から１２％程度抑制する。 

 

   

（A） 

 

③  一般管理費の縮減 

一般管理費（人件費、公租

公課等の所要額計上を必要

とする経費及び特殊要因に

より増減する経費を除く。）

について、あらかじめ削減の

措置を図った平成２２年度

予算内で執行している。 

 

④ 業務経費の削減 

業務の効率化等により業務

経費（人件費、公租公課等の所

要額計上を必要とする経費及

び特殊要因により増減する経

費を除く。）について、本中期

目標期間中に見込まれる当該

経費総額（初年度の当該経費相

当分に５を乗じた額。）を２％

程度抑制する。 

④ 業務経費の削減 

業務経費（人件費、公租公課等

の所要額計上を必要とする経費

及び特殊要因により増減する経

費を除く。）について、平成１８

年度予算の当該経費相当分から

４％程度抑制する。 

 

（A） 

 

④  業務経費の削減 

業務経費（人件費、公租公

課等の所要額計上を必要と

する経費及び特殊要因によ

り増減する経費を除く。）に

ついて、あらかじめ削減の措

置を図った平成２２年度予

算内で執行している。 

 

 

⑤ 教育コストの分析・評価 

教育業務及び教育支援業務

に係る経費の分析・評価を行

い、コスト構造を明確化するこ

とにより教育コストの抑制に

努める。 

⑤ 教育コストの分析・評価 

引き続きコスト構造の明確化

を図るため分析・評価に資する

データを蓄積するとともに、よ

り適切な分析・評価手法を検討

する。 

 

 

（A） 

 

⑤  教育コストの分析・評価 

各校毎の教育業務経費と教

育支援業務経費に関するデー

タを蓄積して、各校の項目別の

経費の推移比較や経費のコス

ト構造の推移など、教育コスト

の分析・評価を行い、教育コス

ト、特に教育支援業務経費の削

減に努めている。 
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項 目 評定結果 評定理由 意見 

（評定がＡ以外の場合に記入） 中期計画 平成 22 年度計画 

２．国民に提供するサービスその

他の業務の質の向上に関する目

標を達成するためにとるべき措

置 

（１）教育の質の向上 

① 航空会社と積極的に意見交換

等を行い、エアラインパイロッ

トに求められる知識・技能等を

把握する。また、エアラインパ

イロット経験者を招聘し、教育

内容及び教育体制等の充実を

図る。教育従事者に対して定期

的に教育技法等の向上のため

の研修を実施し、操縦教官につ

いては技能審査を毎年１回実

施する。 

 

２．国民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関

する年度計画 

（１）教育の質の向上に関する年

度計画 

①・航空会社との意見交換会を

年１回以上実施し、エアライ

ンパイロットに求められる知

識・技能を把握する。 

・エアラインパイロット経験者

を教官として招聘する。 

・各種の講習会、セミナー等に

参加することにより教官研修

の充実を図る。 

・操縦教官の技能審査を各人１

回実施する。 

 

 

（A） 

 

２．国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上 

（１）教育の質の向上 

 

 

①  航空会社との意見交換等  

・ 航大卒業生との意見交換会

を以下のとおり実施している。

仙台：４月、宮崎：５月、

帯広：６月 

・ エアラインオブザーブを実

施し、エアラインの実運航を研

修している（10月）。 

・ 新たにエアラインパイロッ

トＯＢを教官として帯広分校

に採用している。 

・ 教官を以下の講習会、セミナ

ー等へ参加させている。 

 航空事故調査官経験者によ

る安全講話（22 年 7 月） 

 小型機航空安全セミナー

（23 年 2 月） 

 エアラインパイロットのＣ

ＲＭ（Crew Resource 

Management）研修（22 年

11 月） 

 日本ヒューマンファクター

研究所講師による特別講義

（２２年７月） 

 航空運航システム研究会

（ＴＦＯＳ） 

 ＡＴＣシンポジウム（２２

年 11 月） 
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項 目 評定結果 意見 

（評定がＡ以外の場合に記入） 

評定理由 

中期計画 平成 22 年度計画 

 日本航空啓発センター及び

全日空教育センターでの安

全研修（２３年 3 月） 

・ 操縦教官各人に対し、定期技

能審査を実施して教育技法の

向上及び標準化に努めている。

② 操縦技量進度の遅れた学生に

対して実施する追加教育の上

限時間数を、現行の事業用課程

及び多発・計器課程で各１０時

間から、それぞれ教育規程上の

標準教育時間の２０％まで拡

大する。 

また、追加教育の効果的かつ

効率的な実施方法等について

検討を行い、教育に反映。 

② 教育時間の追加及び短縮の

効果について検証を進めると

ともに、さらに効果的な実施

方等について教育課題検討会

において検討を継続する。 

 

 

（A） 

 

② 追加教育時間の拡大に加え、

平成20年度から追加教育の実

施時期を見直し、教育フェーズ

終了後（技能審査の前）に行っ

ていた追加教育を各フェーズ

毎に実施可能とするとともに、

追加教育を飛行訓練装置（FTD

）による訓練にも拡大している

。  

 

③ 以下の調査・研究を実施しそ

の成果を教育・訓練に反映させ

ることにより、質の向上及び効

率化等を図る。 

 

 

イ 航空機の運航に関する基礎

的研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 教育の質の向上及び効率化

等を図るため、以下に掲げる

調査・研究を計画的に推進し、

その成果を教育・訓練に反映

させる。 

 

イ 小型航空機を中心とした航

空機運航に関する基礎的研究

を継続して進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（S） 

 

③ 教育の質の向上及び効率化を

図るため、以下に掲げる調査・

研究を計画的に推進し、その成

果を教育・訓練に反映させてい

る。 

 

イ 「操縦訓練のための姿勢記

録装置と飛行再現システムの

構築」について、中間報告と

して研究報告書を刊行してい

る。         

また、「ビーチクラフト式

A-36 型機におけるフォアワ

ードスリップアプローチ実施

時の注意事項」について、研

究報告となるよう取りまとめ

・帯広課程における新シラバスの検

証を行い、その有効性を確認出来

たことは評価できる。 

・我が国に新たな乗員養成制度（准

定期運送用操縦士制度）を導入す

るために、ＭＬＰに関する研究成

果を取りまとめ、航空局の航空法

改正作業に寄与したことは積極

的に評価できる。 

・安全管理システム（ＳＭＳ）に関

する調査研究の成果を、本邦指定

養成施設の中で先駆けて導入し、

ヒューマンファクター問題を含

め事故予防に対応したことも高

く評価できる。 
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項 目 評定結果 評定理由 意見 

（評定がＡ以外の場合に記入） 中期計画 平成 22 年度計画 

 

 

ロ 座学及びフライト課程にお

ける標準的な教育内容・手法

及びその評価法に関する調

査・研究 

 

 

 

ハ 国内外の主要な乗員養成機

関等を対象に操縦士養成に

関する実態調査・研究 

 

 

 

 

ニ 乗員養成の基礎訓練課程に

係る国際民間航空機関（ＩＣ

ＡＯ）等の国際基準に関する

調査・研究 

 

ホ ヒューマンファクター問題

への対応を含む航空安全に

関する調査・研究 

 

 

ロ 新シラバス及び新機材によ

る教育の検証を継続しつつ、

標準的な教育内容・手法・評

価法に関する研究を進める。

 

 

 

ハ 国内外の乗員養成関連機関

等に教職員を派遣し、乗員養

成の実態調査を継続して行

う。 

 

 

 

ニ 乗員養成の基礎訓練課程に

係る国際基準について、調査

研究を継続して進める。 

 

 

ホ 航空大学校を含む過去の事

例等を活用し、引き続き操縦

士に係るヒューマンファクタ

ー及び運航安全に関する調

査・研究を進める。 

 

を行っている。 

 

ロ 帯広課程におけるシラバス

変更の検証を行い、追加教育

の時間の変化が見られ、技能

審査の不合格率が減少する

等、新シラバスの有効性が確

認できている。 

 

ハ エアーニッポンのＣＲＭ

(Crew Resource 

Management)訓練に教官を

派遣し、現在の運航乗務員に

必要な資質についての調査・

研究を行っている。 

 

ニ ＭＰＬ（Multi-crew Pilot 

License）に関する研究成果

をとりまとめ、准定期運送用

操縦士に関する航空法改正作

業に提供している。 

 

ホ 安全管理規程を改正して、

Ｓ Ｍ Ｓ （ Safety 

Management System）を

導入し、各校の安全委員会に

おいてパイロットレポート等

の分析・評価を行い航空安全

にフィードバックしている。

「航空大学校におけるヒ

ューマンエラーによるイン

シデントの発生傾向」につい

て研究報告を取りまとめて
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項 目 評定結果 評定理由 意見 

（評定がＡ以外の場合に記入） 中期計画 平成 22 年度計画 

いる。 

④ コンピューターやインター

ネット等を活用した教育機材

及び教育施設等を計画的に整

備し、効率的かつ効果的な自主

学習環境を充実させる。 

 

④ コンピューターやインター

ネット等を活用した座学教育

の充実、教育機材及び教育施

設等の整備を推進する。 

 

 

（A） 

 

④ 平成２２年度に新規導入した

双発訓練機（Ｇ５８型機）の地

上座学期間における航法装置

操作訓練を、コンピューターを

利用したＣＢＴ訓練とし、学生

の自学自習ができるよう整備

を図っている。 

航空英語能力制度に係る学

習教材を作成し、その整備を図

っている。 

 

⑤ 年間の養成学生数７２名（た

だしカリキュラム移行期にあ

たる平成１８年度の入学者は

５４名）とする。 

資質の高い学生を確保する

ため、募集にあたっては従来の

ポスターや雑誌等による広報

手法に加え、インターネット等

の媒体を有効活用した広報活

動を展開し、受験者数の拡大に

努める。また、航空会社等と情

報交換しつつ現行の入学試験

（学力試験、適性試験等）の内

容及び実施方法等について継

続的に評価を行い、その結果を

入学試験制度に反映する。 

 

⑤ 年間の養成学生数を７２名

とする。 

資質の高い学生を確保するた

め、ポスターや雑誌等の媒体を

活用した広報活動を展開すると

ともに、ホームページ等を活用

した情報提供を継続する。 

また、航空会社の採用担当者

等と情報交換を行いつつ、入学

試験の内容及び実施方法等を継

続的に検証する。 

 

 

（A） 

 

⑤ 平成２２年度の年間養成学生

数は７２名を確保している。 

22 年 6 月入学：１７名 

22 年 9 月入学：１９名 

22 年 12 月入学：１８名 

23 年 3 月入学：１８名 

 

航空業界が低迷する中、継続

的な広報活動に努めるととも

に、出願資格要件（身長基準）

を緩和することにより、平成２

３年度入学試験における受験

倍率は前年度以前より高い水

準を確保している。   

総合適性試験（筆記による操

縦士適性試験）の有効性につい

て、引き続き、分析・評価を実

施している。 
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項 目 評定結果 評定理由 意見 

（評定がＡ以外の場合に記入） 中期計画 平成 22 年度計画 

（２）航空安全に係る教育等の充

実 

 

 

 

① 安全運航の確保を業務運営

上の最重要課題として位置付

け、理事長のリーダーシップの

下で安全推進方針を策定する

とともに、これに基づく安全業

務計画を事業年度毎に作成し、

実施する。 

 

（２）航空安全に係る教育等の充

実に関する年度計画 

総合安全推進会議を中心に以

下の航空安全に係る教育等の充

実を図る。 

① 安全運航の確保を業務運営

上の最重要課題として、総合

安全推進方針に基づき平成２

２年度安全業務計画を作成

し、各校の安全委員会を中心

に学生及び教職員等の安全意

識向上のための活動を推進す

る。 

また、訓練機の事故等を想

定した航空事故処理訓練を各

校において年１回実施する。

 

 

 

（B） 

 

（２）航空安全に係る教育等の充実

 

 

 

 

①  平成２２年度安全業務計画

に基づき各校の安全委員会を

中心に毎月安全スローガンを

掲げ、学生及び教職員等の安全

意識向上のための活動を推進

している。また、各校で航空事

故処理訓練を実施している（７

月及び10月）。その他、空港が

行う消火救難訓練に参加して

いる（６月及び11月）。 

・ ＳＭＳ導入のため、安全管理

規程を改正するとともに、ＳＭ

Ｓの実施に際して、改正した規

程に基づき「安全の基本方針」

を策定し、安全目標を定めて組

織的かつ計画的に取り組む体

制を整備している。安全目標に

ついては、定期的に評価を行っ

ている。 

・ 平成２２年１１月５日、宮崎

空港で訓練機が滑走路上でか

く座する事故が発生した後、速

やかに全機体の特別点検を実

施するとともに、全教官・学生

への安全教育、進入・着陸の判

断基準の明確化、学生単独飛行

の認定基準の強化の再発防止

策を施し、航空局及び地元等へ

・安全運航の確保を業務運営上の最

重要課題と位置付け、安全管理体

制や規程類の総点検を実施して

きたことは評価できるものの、平

成 21 年度に続き平成 22 年度に

おいても事故が発生したことを

重く受け止め、再発防止のための

教育等の充実が求められる。 
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項 目 評定結果 意見 

（評定がＡ以外の場合に記入） 

評定理由 

中期計画 平成 22 年度計画 

の説明を行っている。なお、１

１月１８日に航空局による安

全監査（立入検査）が実施され

、再発防止のための適切な措置

が講じられていることの確認

がなされている。 

また、学生単独飛行訓練にお

ける進入着陸フェーズでの事

故が２年続けて発生したこと

から、特に「進入手順の見直し

」、「学生単独飛行訓練の時間の

見直し」等の安全対策を実施し

ている。今後は、運輸安全委員

会による事故調査の進展及び

その結果を踏まえて、適時適切

に対策を見直すこととしてい

る。          

・ 平成２１年１０月３０日に

鹿児島空港で発生した胴体着

陸事故の事故調査結果が運輸

安全委員会から発表されたこ

とから、発表後速やかに、学生

及び教職員に対して安全教育

を実施し、安全対策を再確認し

ている。 

② 総合安全推進会議において

安全監査プログラムを策定し

訓練機の運航に係る安全監査

を年１回実施する。 

 

② 総合安全推進会議の策定し

た安全監査プログラムに基づ

き、訓練機の運航に係る安全

監査を年１回実施する。 

 

 

（A） 

 

② 総合安全推進会議は、安全

監査プログラムを策定し、こ

れに基づき各校に対する安

全監査を実施している(帯広

分校：10月、仙台分校：12

月、宮崎本校：23年2月)。
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項 目 評定結果 評定理由 意見 

（評定がＡ以外の場合に記入） 中期計画 平成 22 年度計画 

③ 学生に対する安全教育を飛

行訓練に移行する前から開始

する。過去の事故例から航空事

故と人的要素の関わり等を教

示するなど、航空安全について

の教育を飛行訓練開始前１０

時間、飛行訓練開始後４０時間

実施する。 

 

③ 飛行訓練移行前から計画的

に学生に対する安全教育（宮

崎学科課程１０時間、帯広フ

ライト課程２０時間、宮崎フ

ライト課程１０時間及び仙台

フライト課程１０時間）を実

施する。 

 

 

（A） 

 

③ 学生に対する安全教育をシラ

バスどおり実施している。 

宮崎空港での滑走路上かく

座事故直後及び鹿児島空港で

の滑走路上かく座事故の報告

書公表後、再発防止のため、全

校の学生及び教職員に対しポ

ーポイズ等の不正着陸や着陸

装置の重要性についての安全

教育を行っている。 

 

④ 学識経験者、航空事故調査官

等の外部講師による役職員へ

の安全教育を毎年１回実施す

る。また、訓練機の安全運航

の確保に係る調査・検討を行

うとともに、安全情報の周知

・徹底等を図るため、各校に

おいて安全委員会を毎月１回

実施する。 

 

④ 組織全体の安全意識の向上

を図るため、外部講師による

役職員への安全教育を年１回

実施する。また、各校におい

て安全委員会を月１回開催

し、訓練機の安全運航の確保

に係る調査・検討及び安全情

報の周知徹底等を図る。 

 

 

（A） 

 

④ ２３年６月に外部講師を宮崎

本校に招き、「委託管理につい

て」と題して、教職員に対す

る安全教育をTV会議システ

ムの活用により、帯広と宮崎

で同時に実施している（２３

年３月に実施を予定したが、

東日本大震災により延期して

いた。）。 

各校において安全委員会を

毎月開催し、訓練機の安全確

保に係る活動を推進している

。 

ＳＭＳによる安全管理の実

施として、安全に関する基本

方針に基づく安全目標につい

て、定期的に評価を行ってい

る。 

各校から教職員をＪＡＬ安

全啓発センター及びＡＮＡ安

全教育センターに派遣し、安

全意識の更なる向上のための
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項 目 評定結果 評定理由 意見 

（評定がＡ以外の場合に記入） 中期計画 平成 22 年度計画 

安全研修を行っている（２３

年３月）。 

その他、管制官、運航情報

官、管制技術官との意見交換

を行っている（宮崎：11月、

12月、仙台：9月、11月、帯

広11月）。 

（３）航空技術安全行政への技術

支援機能の充実 

 

① 国の操縦職員等の技量保持

訓練、資格取得訓練等に適切

に対応する。 

（３）航空技術安全行政への技術

支援機能の充実に関する年度計

画 

① 国の訓練計画に対応し、国の

操縦職員等の技量保持訓練、

資格取得訓練等を実施する 

 

（A） 

 

（３）航空技術安全行政への技術支

援機能の充実 

 

① 国の訓練計画に対応し、航空

局航空従事者試験官８名の技

量保持訓練を実施している。 

 

② 国土交通省との連携をより

強化するとともに、乗員養成

や航空安全に関する調査・研

究等の業務を通じて得られる

知見及び技術力等を、航空技

術安全行政における規制・基

準の策定や評価の場へフィー

ドバックする機能の充実を図

る。 

② 航空技術安全行政のニーズ

に即した調査・研究を推進す

るとともに、航空大学校の知

見及び技術力等を行政にフィ

ードバックする機能の充実を

図るため、随時、国土交通省

との間で意見交換を行い、連

携強化に努める。 

 

 

（S） 

 

② 国土交通省航空局に対して航

大が有する知見の提供を行い、

技術支援を行っている。特に、

ＭＰＬに関する調査研究の成

果を航空法の改正作業に提供

している。また、２２年１２月

に航空局幹部と航大理事長と

の会合を開催し、今後の乗員養

成に関する意見交換を行って

いる。 

・我が国に新たな乗員養成制度（准

定期運送用操縦士制度）を導入す

るために、ＭＬＰに関する研究成

果を取りまとめ、航空局の航空法

改正作業に寄与したことは積極

的に評価できる。 

 

（４）成果の活用・普及 

① 乗員養成に係る標準的な教

育機材や教育・訓練シラバス

の提供、標準的な教授方法に

関する指導及び事故防止対策

等の安全管理手法の指導等を

通じ、民間操縦士養成機関の

育成・振興を図る。 

（４）成果の活用・普及に関する

年度計画 

① 乗員養成に係る標準的な教

育教材の作成を継続して進め

るとともに、操縦士養成機関

連絡会議を引き続き主催し、

これまでに培った乗員養成に

係るノウハウ等を積極的に外

 

（A） 

 

（４）成果の活用・普及 

① 崇城大学に当校の乗員養成に

係るノウハウ等を積極的に提

供し、技術支援を行っている（

８月）。 

学科試験問題検討会に委員

を派遣している（９月）。 

東海大学操縦学科の学生２
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項 目 評定結果 評定理由 意見 

（評定がＡ以外の場合に記入） 中期計画 平成 22 年度計画 

部へ提供することにより、民

間操縦士養成機関の育成・振

興を図る。 

名に対し研究支援を行ってい

る（９月）。 

ＡＮＡの乗員養成施設教官

候補者３名に対して操縦教育

証明取得訓練を行っている（１

２月～２３年３月）。 

スカイネットアジア航空か

らの依頼により、「ハリーアッ

プ・シンドローム」を主題とし

た講演のため、教官を派遣して

いる（２３年２月）。 

操縦士養成機関連絡会議を

開催し、情報交換等を行う予定

である（東日本大震災のため、

実施を延期している。）。 

② 航空思想の普及、啓発 

  ・空の日 

  ・航空教室   年４回程度 

  ・市民航空講座 年２回程度 

 

② 従来から実施している「空の

日」行事の他に地域の教育委

員会等との調整を行い、校外

学習の一環として小・中・高

生を対象とした「航空教室」

を年間４回程度開催するとと

もに、あわせて地域住民への

航空思想の普及、啓発を図る

ため市民航空講座を年間２回

程度実施する。 

 

（S） 

 

② 各校とも「空の日」行事を

行うとともに、「航空教室」

を１６回、「市民航空講座」

を１３回実施し、航空思想の

普及、啓発に努めている。 

・航空思想の普及・充実のために、

計画をはるかに上回る行事等を

実施し、かつ、地域コミュニティ

との親睦・融和にも積極的に努め

たことは高く評価できる。 
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項 目 評定結果 評定理由 意見 

（評定がＡ以外の場合に記入） 中期計画 平成 22 年度計画 

（５）企画調整機能の拡充 

一層の効率化の推進、業務

の質の向上、教育訓練におけ

る安全の確保及び航空安全

行政に係る調査研究機能の

充実等を図るため、事業・安

全確保・調査研究に関する企

画調整機能及びそのための

体制の強化を図る。 

（５）企画調整機能の拡充に関す

る年度計画 

継続的に予算執行管理会議を

開催し、事業運営に係る企画調

整機能の充実を図る。 

 

 

（A） 

 

（５）企画調整機能の拡充 

事業運営の一層の効率化及

び業務の質の向上等を図るた

め、予算執行管理会議を月１回

開催し、事業運営に係る予算の

適切な執行及び管理を行って

いる。 

 

３．予算（人件費の見積もりを含

む。）、収支計画及び資金計画 

（１）予算 

（２）収支計画 

（３）資金計画 

３．予算（人件費の見積もりを含

む。）、収支計画及び資金計画 

（１）予算 

（２）収支計画 

（３）資金計画 

 

（A） 

 

３．予算（人件費の見積もりを含

む。）、収支計画及び資金計画 

中期計画に基づき適正に執

行されている。収入について

は、年度計画額を達成してお

り、また、支出においても効率

的な使用に努め、監事による業

務監査、会計監査も適切に実施

され執行されている。 

 

４．短期借入金の限度額 

   限度額500百万円とする。 

４．短期借入金の限度額 

予見し難い事故等の事由に限

り、資金不足となる場合におけ

る短期借入金の限度額は、５０

０百万円とする。 

― 

４．短期借入金の限度額 

平成 22 年度は該当なし。 

 

 

５．重要な財産の処分計画  
― 

５．重要な財産の処分計画 

平成 22 年度は該当なし。 

 

６．剰余金の使途 

① 入学希望者数の増加策に要

する費用 

② 養成の向上に資する調査・研

究及び航空技術安全行政に資

するための調査・研究の実施 

③ 効果的な養成を行うための

 

― 

６．剰余金の使途 

 平成 22 年度は該当なし。 
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項 目 評定結果 評定理由 意見 

（評定がＡ以外の場合に記入） 中期計画 平成 22 年度計画 

教育機材の購入 

④ 運航管理業務の充実を図る

ための業務支援機器の購入 

７．その他主務省令で定める業務

運営に関する重要事項 

（１）施設及び設備に関する計画 

    大学校の目的の確実な達成の

ため、必要となる施設及び設

備に関する整備計画を策定す

ること。 

 

５．その他主務省令で定める業務

運営に関する事項 

（１）施設及び設備に関する計画

宮﨑本校：校舎耐震補強工事

仙台分校：変電設備改修等工

事 

 

（A） 

 

５．その他主務省令で定める業務運

営に関する事項 

（１）施設及び設備に関する計画 

 以下の施設改修工事を実施

し、教育環境の充実、安全性の

向上を図っている。 

宮崎本校：校舎耐震補強工

事      

なお、仙台分校の変電設備改

修等工事は、東日本大震災の被

災を受けて未了。 
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項 目 評定結果 評定理由 意見 

（評定がＡ以外の場合に記入） 中期計画 平成 22 年度計画 

（２）人事に関する計画 

① 方針 

適切かつ計画的な人員配置に

努める。 

 

 

②  人件費削減の取り組み 

イ 今後５年間において、人員に

ついて１０％程度を削減する。 

 

 

 

 

 

ロ 役職員の給与について必要な

見直しを進める。 

 

（２）人事に関する計画 

① 方針 

業務運営の効率化・適正化、

民間委託の推進等により、適

切かつ計画的な人員配置に努

める。 

② 人件費削減の取り組み 

イ 中期計画期間中に常勤職員

の約１０％程度を削減するた

め、平成２２年度においては

４名削減する。 

 

 

 

ロ 国家公務員の給与構造改革

を踏まえて役職員の給与につ

いて必要な見直しを進める。

 

 

（A） 

 
 

（２）人事に関する計画 

 

 

 

 

 

イ 中期計画期間中に、常勤職

員の約 10％程度を削減する

ため、業務の見直しにより２

２年度においては常勤職員

数４名を削減し、適切かつ計

画的な人員配置を図ってい

る。 

 

ロ 国家公務員の給与構造改

革を踏まえて、役職員の給与

について必要な見直しを進

めている。 

ﾗｽﾊﾟｲﾚｽ指数（注）：103.9

（注）国の給与水準を

100 として、年齢別

人員構成を考慮し、対

象となる組織の給与

水準を換算した指数

をいう。航空大学校で

対象となる職員は 18

名。 

 

＜記入要領＞・項目ごとの「評定結果」の欄に、以下の段階的評定を記入するとともに、その右の「評定理由」欄に理由を記入する。 
ＳＳ：中期目標の達成に向けて特筆すべき優れた実施状況にあると認められる。 
Ｓ ：中期目標の達成に向けて優れた実施状況にあると認められる。 
Ａ ：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められる。 
Ｂ ：中期目標の達成に向けて概ね着実な実施状況にあると認められる。 
Ｃ ：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められない。 
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平成２２年度業務実績評価調書：独立行政法人航空大学校 
 

総合的な評定 
 

業 務 運 営 評 価（実施状況全体） 
 

評点の分布状況（項目数合計：24 項目）                （24 項目） 

ＳＳ  ０項目  
Ｓ  ５項目  
Ａ １８項目  
Ｂ  １項目  
Ｃ  ０項目  

 
 

総 合 評 価 
 

（法人の業務の実績） 

・全般的に航空大学校の設立目的に沿って着実に業務を遂行しており、業務方法の改善、工夫なども積極

的に取り組んでいる。 

・人材の活用については、人事交流を積極的に推進し、組織の活性化を図っており、高く評価できる。 

・教育・訓練業務の効率化については、単発事業用課程への取り組みにみられるように、教育・訓練現場

の創意工夫が生されている。 

・調査・研究成果の教育・訓練への反映については、我が国に新たな乗員養成制度（准定期運送用操縦士

制度）を導入するために、ＩＣＡＯのＭＰＬに関するワーキンググループに参加し、国際基準について

の調査・研究を行うとともに、海外の代表的航空企業の実態調査等に基づいて得られた知見を、航空法

改正作業に提供うるなど継続的に着実な成果を上げていることは、積極的に評価できる。また、安全管

理システム（ＳＭＳ）に関する調査研究の成果を、本邦指定養成施設の中で先駆けて導入し、ヒューマ

ンファクター問題を含め事故予防に対応したことも高く評価できる。 

・航空思想の普及・啓発については、その積極的取り組みにより、地域社会との融合効果も高く、評価で

きる。 

・予算縮減に対応して、他組織と同率な人員削減を行ったことについては、航空大学校のような小さな組

織にとっては他組織以上に大きな負担を強いられると思われるが、それを乗り越えて業務遂行を行って

いることは評価できる。 

（課題・改善点、業務運営に対する意見等） 

・航空技術安全行政に対応した調査・研究の継続的取組みが期待される。 

・平成 22 年度のかく座事故については、こうした事故はいくら安全安心を期しても技術が未熟な学生で

起こす確率は高いと考えられるが、平成 21 年度の胴体着陸事故に続き事故が発生したことを重く受け

止め、再発防止のための教育等の充実が求められる。特に業務の効率化が安全を阻害する要因にならな

いよう注意して欲しい。 

・民間操縦士養成機関への技術的支援は、優れた取組みであり、今後も積極的に行うことを期待する。 

・教育の質的向上のために必要な最新機材が整備されることを期待する。 

（その他） 

 

総合評定 

（SS , S , A , B , C の５段階） 

A 

（評定理由） 

評定の分布状況を踏まえ、中期目標の達成に向けて着実な実施状況

が認められる。 

 



別紙

独法名　航空大学校
実績 評定

①【私立大学の養成課程への協力】引き続き、私立大学
等の民間養成機関の意見を踏まえた訓練教官の育成支
援、学科及び実技に関する標準となるような教材の作成、
航空大学校が保有する訓練ノウハウの提供等の技術支援
を実施している。

②【受益者負担の拡大】第3期中期計画において、航空会
社及び学生が負担する割合を平成23年度から増加させ、
平成27年度までに大学校の訓練の実施に直接必要となる
経費の２分の１に相当する額（総経費の約３割程度）まで
増加させるとともに、その際、航空会社間の負担が公平な
ものとなるような仕組みを導入することとしている。

①該当なし

②該当なし

○保有資産の管理・運用等
　政独委からの平成２１年度業務実績評価におけ
る指摘事項において指摘がなされた施設等につい
て、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本
方針」で示された廃止、国庫納付、共用化等の方
針に沿った法人における取組（鉄道・運輸機構、
水資源機構：職員宿舎、国際観光振興機構：海
外事務所）

該当なし

①航空大学校の給与規程について、国の給与規程と同一
の内容となっており、国家公務員の給与構造改革を踏まえ
て必要な見直しを進めているため、社会的な理解が得られ
るものとなっていると考えられる。

評価
（評定がＡ以外の場合に記入）

総務省政独委「平成21年度における国土交通省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果等についての意見について」等への対応の実績及びその評価

○財務状況
①法人又は特定の勘定で、年度末現在に100億
円以上の利益剰余金を計上している場合、その規
模の適切性（当該利益剰余金が事務・事業の内
容等に比し過大なものとなっていないか）

②運営費交付金が未執行となった場合、その理
由及び業務運営との関係（業務運営に影響を及
ぼしていないか等）

○政府方針等
①「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方
針」（平成２２年１２月７日閣議決定）において、
「２２年度中に実施」又は「２２年度から実施」とさ
れている「講ずべき措置」の取組状況

②①以外の「独立行政法人の事務・事業の見直し
の基本方針」に掲げられている「講ずべき措置」に
ついて２２年度に実施した取組がある場合、その内
容

（A）

○人件費管理
①法人の給与水準自体が社会的な理解の得られ
るものとなっているか。

②国家公務員と比べて給与水準が高い場合、そ
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②航空大学校の給与水準については、国の給与規程と同
一の内容となっており、国家公務員の給与構造改革を踏
まえて必要な見直しを進めているため、社会的な理解が得
られるものとなっていると考えられる。

③航空大学校は、国の財政支出の割合が大半を占める
法人である。航空大学校の給与水準については、国の給
与規程と同一の内容となっており、国家公務員の給与構
造改革を踏まえて必要な見直しを進めているため、給与水
準の適切性に問題はないと考えられる。

④平成18年度から平成22年度までの第二期中期目標期
間に常勤職員の１０％程度を削減している。

⑤原則廃止が守られている。

①随意契約見直し計画については、平成22年度に一般競
争入札に移行が行われ計画が達成されており、随意契約
は性質上やむを得ないものに限られていると認められる。

②該当なし

③１者応札の割合（件数）は不落随契を除き４０％（４７件
中１９件）であり、前年度（４０％（４３件中１７件））より件数
の増加はあった。

①安全監査、監事監査、契約監視委員会等の実施状況
を含む組織にとって重要な情報等については、適時適切
に理事長へ報告されるとともに、役員会、航大会議を通じ
て理事長から全役職員へミッション等の周知徹底を図るよ
うになっている。

②組織全体として取り組むべき重要なリスクについて、定
例及び臨時役員会において適宜、把握し対応を行ってい
る。
また、定期的に役員会等において目標及び計画の達成状
況を把握し、未達要因の把握、分析・対応等に着目してい
る。

○内部統制
①法人の長は、組織にとって重要な情報等につい
て適時的確に把握するとともに法人のミッション等
を役職員に周知徹底しているか。

②法人のミッションや中期目標の達成を阻害する
要因（リスク）の洗い出しを行い、組織全体として取
組むべき重要なリスクの把握・対応を行っている
か。その際、目標・計画の未達成項目（業務）につ
いての未達成要因の把握・分析・対応等に着目し
ているか。

の理由及び講ずる措置（法人の設定する目標水
準を含む）についての法人の説明が、国民に対し
て納得の得られるものとなっているか。

③国の財政支出割合の大きい法人及び累積欠損
金のある法人について、国の財政支出規模や累
積欠損の状況を踏まえた給与水準の適切性に関
する法人の検証状況。

④総人件費改革についての取組の状況（併せて、
給与水準又はラスパイレス指数が上昇している場
合には、その理由）

⑤「独立行政法人の法定外福利厚生費の見直し
について」（平成２２年５月６日総務省行政管理局
長通知）の内容（ⅰ）法人の互助組織への支出の
廃止、ⅱ）食事補助の支出の廃止、ⅲ）国や他法
人で支出されていないものと同様の支出の原則廃
）が守 れ○契約

①随意契約見直し計画における競争性のない随
意契約の削減目標（件数）の達成状況

②随意契約による契約において再委託割合（金
額）が５０％以上の案件がないか。

③１者応札の割合（件数）が５０％以上又は前年
度より増加となっていないか。

（注）契約監視委員会における審議を踏まえて評
価して差し支えない。

（A）

（A）

（A）
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③該当なし

④法令遵守に対する監査の実施を含む教育・施設内部監
査規程の内容を安全管理規程に包含することにより、法令
遵守及び内部統制について、定期的に監査を実施する等
の強化、拡充を図っている。

①該当なし

②該当なし

○業務改善のための役職員のイニシアティブ等
　法人の業務改善のための具体的なイニシアティ
ブ（あれば記載）

訓練飛行のさらなる安全性確保のため、安全管理規程の
改正を行い、安全管理システム（ＳＭＳ）を導入した。また、
安全委員会において安全レポートの分析・評価を行い、立
案した安全対策を飛行訓練の現場にフィードバックしてい
る。

（A）

①該当なし

②該当なし

③該当なし

○個別法人
①政独委からの平成２１年度業務実績評価にお
ける指摘事項において個別意見があった事項（６
法人７事項）への対応状況（当該法人のみ）

②政独委から発出された勧告の方向性で２２年度
において（２２年度までにを含む）取り組むこととさ
れている事項についての取組状況（空港周辺整備
機構）

③平成２１年度決算検査報告において「不当事
項」又は「意見を表示し又は措置を要求した事項」
として指摘された事項がある場合、当該事項が業
務実績評価に及ぼす影響並びに是正措置及び再
発防 組 状 （都市 生機構）

○内部統制（前項からの続き）
③政独委からの平成２１年度業務実績評価にお
ける指摘事項において、評価結果において言及さ
れていないとされている内部統制事項に関する取
組、評価（自動車事故対策機構１事項、空港周辺
整備機構４事項、高速道路機構３事項）

④内部統制の充実・強化に向けた法人における積
極的な取組（あれば記載）

○関連法人
①委託先における財務内容を踏まえた上での業
務委託の必要性、契約金額の妥当性等

②出資目的の達成度、出資先の経営状況を踏ま
えた上での出資を継続する必要性

（A）
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